
【学内での手続き事項】

●学内での書類提出　…　あり

学年・学部 キャンパス 締切日
横浜校舎

平日9:30～11:45、12:30～16:30
土曜9:30～12:00

白金校舎
平日9:30～11:45、12:30～16:00
土曜9:30～11:45

●学内面接　…　あり

　【面接日】　※日時は変更となる可能性があります。

1-2年生・国際学部生・
情報数理学部生

横浜学生課 2026/04/27(月)

３-４年生
上記以外

白金学生課 2026/04/28(火)

●必要書類
　①奨学生カード→過去に提出済の場合は更新用紙(今年度提出済の場合は不要)
　②自己PR書
　　※①の更新用紙と②は本学HPからダウンロードし、印刷・記入の上でご提出ください。
　　　奨学生カードは、所属校舎の学生課でお受け取りください。
　　　（URL）

　③財団募集要項に記載された応募書類

　　※財団HPから所定の書式をダウンロードし、記入・印刷の上でご提出ください。

　　※「願書」は原則A3用紙で印刷してください。

　　※「標準化GPA計算書」は大学で作成します。

●備考

　・応募者が複数名の場合は、学内選考を実施し規定の人数を推薦します

　不明点などありましたら、所属校舎の学生課にお問い合わせください。
2026年4月15日　明治学院大学　学生部

-1- 　

　・他の民間財団の奨学金との併用は不可

https://www.meijigakuin.ac.jp/gakusei/scholarship_information/yousiki.html

1-2年生・国際学部生・
情報数理学部生

2026/04/22(水)

３-４年生
上記以外

2026/04/22(水)

https://www.mars-sf.or.jp/download.html

　　学内提出締切日は以下の通りとします。

学内選考あり（学内面接あり）

公益財団法人マース奨学財団
2026年度　給付型奨学生

以下の記載事項および財団ホームページを必ずご確認ください。

　※財団ホームページに記載の締切日に関わらず、

https://www.meijigakuin.ac.jp/gakusei/scholarship_information/yousiki.html
https://www.meijigakuin.ac.jp/gakusei/scholarship_information/yousiki.html
https://www.mars-sf.or.jp/download.html
https://www.mars-sf.or.jp/download.html
https://www.meijigakuin.ac.jp/gakusei/scholarship_information/yousiki.html
https://www.mars-sf.or.jp/download.html


公益財団法人マース奨学財団 

２０２６年度 給付型奨学生募集要項 

 

趣 旨 

 公益財団法人マース奨学財団（以下、本財団という）は、東京都内の大学に通う、品行方正、

成績優秀でありながら、厳しい経済状況である学生に対する奨学金給付事業を行い、もってグ

ローバル社会で活躍できる人材の育成奨励に寄与することを目的として奨学生の募集を行いま

す。 

 

 

１．２０２６年度 奨学生採用予定人数 

  ６５名程度 

（大学毎の採用枠は設けず、成績順に採用） 

 

２．奨学金の内容 

 (１)奨学金の額（月額） 

 ５０,０００円／人 

  ＊本財団からの奨学金は、返済の必要がない「給付型」です。 

 

 (２)奨学金支給期間 

 ２０２６年４月から１年間 

＊支給期間満了後の自動更新はありません。次年度に再応募も可能ですが、再度正規の

選考を経て合格することが必要となります。 

 

 (３)奨学金支給時期 

① ７月 （４月～６月分） 

② ９月 （７月～９月分） 

③ １２月 （１０月～１２月分） 

④ ３月 （１月～３月分） 

＊認定証の授与完了後の支払いとなります。 

 

 (４)奨学金支給方法 

奨学金は本財団が指定する支給月の下旬に、直接奨学生の口座に送金します。 

 

 

 

 

 

 



３．奨学生の応募資格 

２０２６年４月１日現在、下記項目（①～⑧）のいずれにも該当する者 

 

① 下記大学に在籍する１～４年生 （大学名 50音順） 

青山学院大学 お茶の水女子大学 杏林大学 

慶應義塾大学 國學院大学 国際基督教大学 

駒澤大学 芝浦工業大学 順天堂大学 

上智大学 昭和大学 成蹊大学 

成城大学 専修大学 中央大学 

津田塾大学 東海大学 東京大学 

東京医科大学 東京外国語大学 東京科学大学 

東京学芸大学 東京都立大学 東京農工大学 

東京理科大学 東洋大学 日本大学 

日本医科大学 一橋大学 法政大学 

武蔵大学 明治大学 明治学院大学 

立教大学 早稲田大学  

 

② 学力基準を満たしていること 

原則として、ＧＰＡ（Grade Point Average）が２．７以上の者とします。なお、大学間

高校間の成績評価方法の違いを統一するため、「標準化ＧＰＡ計算書」により、判定する

ものとします。 

＊大学１年生は高校３年時の学業成績証明書または調査書、大学２～４年生は前年度ま

での学業成績証明書を基に計算。 

 

③ 所得基準を満たしていること 

応募にあたっての下記金額はおよその目安とします。給与所得者は支払金額（控除前）、

給与所得以外の所得がある者は収入金額から必要経費を差し引いた金額（所得金額）で

す。ただし、下記金額を大きく上回る場合（目安：100 万円以上）は、選考対象外とす

る場合があります。 

区分 
給与所得者 

(源泉徴収票の支払金額) 

給与所得者以外 

(確定申告書記載の所得金額) 

２人世帯 ５００万円 ２００万円 

３人世帯 ６００万円 ２５０万円 

４人世帯 ７００万円 ３００万円 

５人世帯 ８００万円 ３７０万円 

６人世帯 ９００万円 ４４０万円 

同一生計の家族のうち、家計支持者（父母および父母以外で生計を支えている人）の

収入、所得に基づき選考 

＊ただし、応募者本人が家計支持者の場合、本人および生計を共にする家族を含めた

世帯年収とする。 

 

④ 品行方正、志操堅固、健康であること 

 

⑤ 日本国籍を有すること（日本人であること） 

 



⑥ 出願時において他の民間財団からの奨学金を受けていないこと（併願可） 

＊ただし、当財団に承諾書を提出する時点で他の民間財団からの併給を受けていないこと。 

＊公的（国や地方自治体）な奨学金、大学独自の奨学金、日本学生支援機構（返還型・

貸与型・給付型）は併給可。 

 

⑦ 奨学金支給期間中に休学を予定していないこと 

 

⑧ 本財団が実施する行事（７月第１又は第２日曜日を予定）に原則参加できること 

 

４．応募の手続 

下記の書類を在籍する大学を通して本財団に提出してください。詳しくは、大学の奨学金

担当部署にご確認ください。 

＊次の応募書類は、理由のいかんに関わらず返却しません。 

① 大学の推薦状 

大学指定のフォーマットにより作成された大学長、学部長又はそれに相当する者（ゼミ

の指導教授等）の推薦状を、大学を通して提出してください。なお、推薦状には応募者

の学業への取り組み・人柄等のアピールポイントを詳細に記載してください。 

＊大学１年生：高校ではなく大学の推薦状を用意してください。 

② 願書 

本財団指定の願書を手書きで作成してください。 

＊字の巧拙にかかわらず、丁寧に記入してください。（＊選考の対象となります） 

③ 写真（最近撮影の半身脱帽のもの） 

本財団指定の願書に貼付してください。 

④ 学業成績証明書 

大学２年生～４年生：直近の学業成績証明書 

大学１年生：高校３年時の学業成績証明書または調査書 

⑤ 家計支持者の直近の収入証明書 

⑥ 標準化ＧＰＡ計算書 

本財団指定のフォーマットにより大学の奨学金担当者が作成してください。 

⑦ 作文 1,000 字程度（日本語 950 字以上 1,050 字以内） 

本財団指定のフォーマットを使用し、作文の形式（題意理解、構成、段落改行等）に留

意してパソコンにて作成してください。 

＊手書きは不可とします。 

＊生成ＡＩを利用することは認めません。判明した場合は応募資格を取り消します。 

テーマ『あなたは周囲からどのような人だと言われますか。それらを踏まえ、将来

どのような役割を果たし貢献していきたいか述べなさい。』 

⑧ 個人情報の取扱いに関する同意書 

５．応募の締め切り 

２０２６年５月８日（金）までに、提出書類が大学を通して本財団へ到着するよう送付し

てください。 

 



６．奨学生の選考方法 

本財団選考委員による書類選考（学業成績及び作文）を行います。 

なお、奨学生の最終決定は選考委員会を経て理事会で行います。 

 

７．奨学生の選考結果の通知 

奨学生の選考結果については、本財団から大学及び本人へ、書面により通知します。 

＊選考の経過及び決定の理由は公表しません。 

＊合否通知は２０２６年６月中旬を予定しています。 

 

８．奨学金の休止又は廃止事由 

奨学生が以下に該当するときは奨学金の支給を停止又は打ち切ることがあります。 

（１）在学する大学において学籍を失ったとき 

（２）病気その他の理由により成業の見込みがないとき 

（３）理由なく長期にわたって欠席したとき 

（４）学業成績又は素行が甚だ不良のとき 

（５）奨学金願書（添付書類を含む）の記載事項に虚偽が発見されたとき 

（６）奨学金支給期間中に休学が決まったとき 

（７）その他奨学生としての資格を失ったとき 

 

９．奨学生の義務 

 奨学生となった者は、本財団が実施する年に一度の行事（７月第１又は第２日曜日を予定）

に原則参加し、奨学生間の意識の向上、親睦に努めてください。 

また、奨学生としての１年間の学習成果の確認として、２０２７年４月３０日（金）まで

に「２０２６年度の学業成績証明書」「作文（１年間の体験・所感・研究成果等）」「２０２

６年度奨学生進路報告書」を提出してください。 

 

１０．その他 

  ご質問がございましたら、大学の奨学金担当部署または下記までご連絡ください。 

公益財団法人マース奨学財団 （https://mars-sf.or.jp ） 

〒１６０-００２２ 東京都新宿区新宿１-１０-７  

（株式会社マースグループホールディングス内） 

事業推進部（事務局） TEL：０３-３３５６-０５５５（直通） 

E-mail：info@mars-sf.or.jp 

 

以上 

mailto:info@mars-sf.or.jp

